
 

 

 

  ◇平成２６年１０月より成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種が始まりました。 

   この制度では、今までこのワクチンを接種したことがない方を対象に、平成３０年度までの間に 

１人１回、定期接種の機会を設けています。 

   対象となる年度においてのみ、定期接種としての公費助成が受けられます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆実施期間◆     平成２６年１０月１日（水）～ 平成２７年３月３１日（火） 

 

◆自己負担額◆    ４，５００円 （生活保護受給世帯、市民税非課税世帯に属する人は免除） 

           ※「呉市高齢者肺炎球菌予防接種券」に自己負担額が記載されています。 

 

◆接種時の持参物◆  健康保険証 

           健康手帳（お持ちの方のみ） 

           呉市高齢者肺炎球菌予防接種券 

           ※予防接種券を紛失された方は、接種前に呉市保健所保健総務課に連絡してください。 

          

【このワクチンで予防できる病気：肺炎球菌感染症】 

  肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。 

この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。 

日本人の約３～５％の高齢者では鼻やのどの奥に菌が常在しているとされています。 

これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、 

気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。 

 

 

 

 

 

 

○平成２６年度に右の年齢になる方 

 

○今までこのワクチンを接種した 

ことがない方 

（今までにこのワクチンを接種した方は対象外） 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度の定期接種対象者は以下の２つに該当する方です。 

６５歳 
昭和２４年４月２日生～ 

昭和２５年４月１日生の方 
８５歳 

昭和４年４月２日生～ 

昭和５年４月１日生の方 

７０歳 
昭和１９年４月２日生～ 

昭和２０年４月１日生の方 
９０歳 

大正１３年４月２日生～ 

大正１４年４月１日生の方 

７５歳 
昭和１４年４月２日生～ 

昭和１５年４月１日生の方 
９５歳 

大正８年４月２日生～ 

大正９年４月１日生の方 

８０歳 
昭和９年４月２日生～ 

昭和１０年４月１日生の方 

100 歳

以上 

大正４年４月１日以前に 

お生まれの方 

 


